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毎
年
、
自
治
体
か
ら
届
く
固
定
資
産

税
の
納
税
通
知
書
の
金
額
を
疑
っ
た
こ

と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

じ
つ
は
、
固
定
資
産
税
の
過
大
徴
収

は
決
し
て
稀
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
過
大
徴
収
は
通
常
、
長
期

間
に
及
び
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
納
税
者
と
し
て
知
っ
て

お
く
べ
き
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税

の
し
く
み
と
留
意
点
に
つ
い
て
解
説
し

ま
す
。

固
定
資
産
税
の
過
大
徴
収

そ
の
実
態
と
特
徴

⑴
　
全
国
で
過
大
徴
収
が
頻
発

　

総
務
省
が
２
０
０
９
年
度
か
ら
２
０

１
１
年
度
ま
で
の
固
定
資
産
税
の
課
税

ミ
ス
の
件
数
等
を
調
査
し
た
結
果
、
１

５
９
２
自
治
体
（
市
町
村
お
よ
び
東
京

23
区
）
の
う
ち
97
％
の
自
治
体
で
何
ら

か
の
課
税
ミ
ス
が
発
生
し
、
ま
た
、
そ

の
過
半
数
を
過
大
徴
収
の
事
案
が
占
め

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
（
総
務

省
「
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に

係
る
税
額
修
正
の
状
況
調
査
結
果
」）。

　

そ
の
後
も
過
大
徴
収
の
事
案
は
一
向

に
減
る
こ
と
な
く
、
日
本
経
済
新
聞
の

報
道
に
よ
る
と
、
２
０
１
４
年
度
以

降
、
全
国
の
主
要
都
市
に
よ
る
固
定
資

産
税
の
還
付
金
の
合
計
額
は
毎
年
70
億

円
程
度
で
推
移
し
て
い
ま
す
（
２
０
１

９
年
12
月
２
日
付
） 

。

　

こ
の
よ
う
に
固
定
資
産
税
の
過
大
徴

収
は
以
前
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
依
然
と
し
て
そ
の
問
題
は
解
決
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

⑵
　
最
大
の
要
因
は
評
価
額
の
誤
り

　

総
務
省
は
、
先
の
調
査
で
課
税
ミ
ス

の
要
因
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
土
地
、
家
屋
と

も
に
課
税
ミ
ス
の
最
大
の
要
因
は
、
評

価
額
の
誤
り
で
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
基
本
的
に
は
、
固

定
資
産
の
評
価
額
に
１
・
４
％
の
税
率

を
乗
じ
る
こ
と
で
計
算
さ
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
自
治
体
が
固
定
資
産
を
誤

っ
て
過
大
に
評
価
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
は
、
固
定
資
産
税
も
ま
た
過
大
と
な

り
ま
す
。

　

固
定
資
産
の
評
価
は
、
総
務
省
の
定

め
る
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基
づ

い
て
行
な
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
基
準
を
正
確
に
適
用
し
て
評

価
を
行
な
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、

評
価
の
誤
り
に
よ
る
課
税
ミ
ス
が
後
を

絶
た
な
い
の
で
す
。

⑶
　
過
大
徴
収
は
長
期
間
に
及
ぶ

　

固
定
資
産
税
の
過
大
徴
収
が
一
た
び

発
生
し
た
場
合
、
こ
れ
が
数
十
年
に
わ

た
っ
て
続
く
こ
と
が
む
し
ろ
一
般
的
で

す
。
納
税
者
は
も
ち
ろ
ん
、
自
治
体
も

納税通知書の金額にしたがって納付する固定資産税です
が、自治体のミスにより過大徴収されているケースが少
なくないといいます。固定資産税のしくみを踏まえ、納
税者として留意しておくべきポイントを解説します。

山田　重則
鳥飼総合法律事務所
弁護士

納税通知書の金額は正しいか？
固定資産税の課税ミスの実態と

還付の受け方
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ま
た
過
大
徴
収
の
事
実
に
気
づ
く
こ
と

が
難
し
い
た
め
で
す
。
近
時
、
新
聞
報

道
さ
れ
た
過
大
徴
収
事
案
か
ら
も
、
こ

の
点
は
明
ら
か
で
す
（
図
表
１
）。

　

ま
た
、
筆
者
が
固
定
資
産
の
所
有
者

か
ら
依
頼
を
受
け
、
自
治
体
と
の
間
で

交
渉
を
行
な
っ
た
過
大
徴
収
事
案
に
お

い
て
も
、
20
年
以
上
の
過
大
徴
収
と
な

っ
て
い
た
も
の
が
大
半
で
し
た
。

固
定
資
産
の
評
価
方
法

と
は

　

前
述
し
た
と
お
り
、
課
税
ミ
ス
の
最

大
の
要
因
は
、
評
価
額
の
誤
り
で
す
。

　

自
治
体
は
、「
固
定
資
産
評
価
基

準
」
に
基
づ
い
て
土
地
、
家
屋
の
評
価

を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
に
基
づ
か
な

い
で
評
価
し
た
結
果
、
固
定
資
産
の
評

価
額
が
過
大
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
過

大
徴
収
と
な
り
ま
す 

。

　

そ
の
た
め
、
自
治
体
が
「
固
定
資
産

評
価
基
準
」
の
定
め
る
評
価
方
法
で
適

正
に
評
価
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題

と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、「
固
定
資
産
評
価
基
準
」

の
定
め
る
土
地
、
家
屋
の
評
価
方

法
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

⑴
　
土
地

　
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
の
定

め
る
土
地
の
評
価
方
法
の
う
ち
特

に
実
務
上
重
要
な
の
は
、
市
街
地

の
宅
地
（
建
物
を
建
て
る
た
め
の

土
地
）
の
評
価
方
法
で
あ
る
「
市

街
地
宅
地
評
価
法
」
で
す
（
図
表

２
）。

　

❶
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
市
街
地

全
域
を
道
路
の
状
況
や
公
共
施
設

等
か
ら
の
距
離
、
家
屋
の
密
集
度

合
な
ど
を
も
と
に
し
て
、
状
況
が

類
似
す
る
地
域
に
細
か
く
区
分
し

ま
す
。

　

❷
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
ま
ず
、

状
況
の
類
似
す
る
地
域
ご
と
に
標

準
的
な
宅
地
（
標
準
宅
地
）
が
選

定
さ
れ
、
不
動
産
鑑
定
士
が
鑑
定

を
行
な
っ
て
そ
の
価
格
を
算
出
し

ま
す
。

　

標
準
宅
地
の
価
格
に
基
づ
き
主
要
な

街
路
の
路
線
価
（
１
㎡
当
た
り
の
単

価
）
が
付
設
さ
れ
、
主
要
な
街
路
と
の

街
路
条
件
、
交
通
接
近
条
件
、
環
境
条

件
、
行
政
的
条
件
（
価
格
形
成
要
因
）

を
比
較
す
る
こ
と
で
、
そ
の
他
の
街
路

に
も
路
線
価
が
付
設
さ
れ
ま
す
。

　

路
線
価
の
状
況
は
、
一
般
財
団
法
人

資
産
評
価
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー
が

ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
し
て
い
る
「
全
国
地

価
マ
ッ
プ
」
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
（
次
㌻
図
表
３
）。

　

❸
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
、
各
宅
地

が
接
す
る
道
路
の
路
線
価
の
価
格
、
そ

の
本
数
、
宅
地
の
利
用
状
況
、
間
口
や

奥
行
の
長
さ
、
形
状
等
の
個
別
的
な
要

因
を
踏
ま
え
て
、
各
宅
地
の
評
価
額
が

計
算
さ
れ
ま
す
。

⑵
　
家
屋

　
「
固
定
資
産
評
価
基
準
」
は
、
家
屋

の
評
価
方
法
と
し
て
「
再
建
築
価
格
方

式
」
を
採
用
し
て
い
ま
す
。

　
「
再
建
築
価
格
方
式
」
と
は
、
評
価

時
に
そ
の
家
屋
を
再
度
、
建
築
し
た
と

仮
定
し
た
場
合
に
通
常
必
要
と
な
る
建

築
費
を
求
め
、
こ
れ
に
建
築
時
か
ら
の

経
過
年
数
、
損
耗
の
程
度
等
に
よ
る
減

価
を
考
慮
し
て
評
価
を
す
る
も
の
で
す

（
次
㌻
図
表
４
）。

　

そ
の
計
算
式
に
あ
る
「
再
建
築
費
評

点
数
」
は
、
そ
の
家
屋
を
再
度
、
建
築

図表１　近時の新聞報道された過大徴収事案

図表２　「市街地宅地評価法」による宅地の評価プロセス

❶　市街地を似たような地域に区分けする
①�　市町村の宅地を商業地区、住宅地区、工業地区等の用途地区に区分する
②　各用途地区をさらに状況類似地域に区分する

❷　各街路に路線価を付設する
③　状況類似地域ごとに主要な街路と標準宅地を選定する
④　標準宅地の適正な時価を算出する
⑤�　標準宅地の適正な時価に基づき主要な街路に路線価を付設する
⑥�　主要な街路に比準してその他の街路に路線価を付設する

❸�　各宅地の個別的な要因を踏まえて価格（評価額）を算出する
⑦�　「画地計算法」と「所要の補正」を適用して各宅地の価格（評価額）を算出する

報道年 市町村 概要 還付金等

2015年 静岡市 競輪場の駐車場の用途変更の際、路線価を誤
認定。所有者109名から20年間の過大徴収 約３億3600万円

2016年 館山市 課税台帳に「539万円」と入力すべきところ、
「1390万円」と誤入力。14年間の過大徴収 約１億4000万円

2017年 武蔵野市 家屋全体を鉄骨鉄筋コンクリート造と誤認
定。18年間の過大徴収 約２億6000万円

2017年 印西市 鉄骨造ではなく、鉄骨鉄筋コンクリート造と誤
認定。21年間の過大徴収 約３億円

2020年 大阪市 家屋の基礎部分の杭を違法に過大評価。約１
万戸の家屋が対象になる見込み 約71億円
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げ
ら
れ
ま
す
。

　
評
価
額
に
誤
り
が
生
じ
や
す
い

土
地
、
家
屋
と
は

⑴
　
土
地

　

市
街
地
の
宅
地
は
「
市
街
地
宅
地
評

価
法
」
に
基
づ
い
て
評
価
が
な
さ
れ
ま

す
が
、
そ
の
際
に
ミ
ス
が
生
じ
や
す
い

の
は
、
図
表
２
の
プ
ロ
セ
ス
❸
で
す
。

　

プ
ロ
セ
ス
❸
で
は
、
個
々
の
宅
地
の

個
別
的
な
要
素
を
考
慮
し
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
な
要
素
は
多
数
存
在
し
ま
す

（
図
表
６
）。
そ
の
た
め
、
そ
の
宅
地
を

評
価
す
る
際
、
本
来
は
考
慮
す
べ
き
要

素
を
見
落
と
し
て
し
ま
い
、
そ
の
結

果
、
宅
地
の
評
価
額
が
過
大
に
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

評
価
の
際
、
考
慮
す
べ
き
要
素
は
、

個
々
の
宅
地
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
ど
の
よ
う
な
宅
地
に
評
価

ミ
ス
が
生
じ
や
す
い
か
は
一
概
に
は
い

え
ま
せ
ん
。

　

も
っ
と
も
、
一
般
的
に
都
市
部
の
宅

地
に
つ
い
て
は
評
価
額
が
高
い
た
め
、

考
慮
す
べ
き
要
素
を
１
つ
で
も
見
落
と

せ
ば
評
価
額
に
は
相
応
の
影
響
が
生
じ

ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
都
市
部
の
宅
地
の
所
有

者
ほ
ど
自
治
体
の
評
価
ミ
ス
に
よ
る
不

利
益
を
被
り
や
す
い
と
は
い
え
ま
す
。

は
、
前
回
の
評
価
の
際
の
再
建
築
費
評

点
数
に
一
定
の
補
正
率
を
乗
じ
る
こ
と

で
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
２
回
目
の
評
価
の
際
は
、

新
築
時
の
再
建
築
費
評
点
数
に
一
定
の

補
正
率
を
乗
じ
て
計
算
さ
れ
、
３
回
目

の
評
価
の
際
は
、
２
回
目
の
再
建
築
費

評
点
数
に
一
定
の
補
正
率
を
乗
じ
て
計

算
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
計
算
の
し
く
み
を
採
用

し
て
い
る
た
め
、
新
築
時
の
再
建
築
費

評
点
数
の
計
算
を
誤
っ
た
場
合
、
そ
の

影
響
は
そ
れ
以
降
の
家
屋
の
評
価
の
際

に
も
及
ん
で
し
ま

い
ま
す
。つ
ま
り
、

自
治
体
が
見
積
書

や
図
面
等
か
ら
資

材
や
設
備
の
種
類

や
数
量
、
使
用
面

積
を
誤
っ
て
把
握

し
て
し
ま
っ
た
場

合
、
そ
の
後
の
家

屋
の
評
価
は
常
に

誤
っ
た
ま
ま
に
な

り
ま
す
。

　

過
大
徴
収
が
数

十
年
に
わ
た
っ
て

続
く
理
由
の
１
つ

に
は
、
こ
の
よ
う

な
家
屋
評
価
の
し

く
み
の
存
在
が
挙

し
た
と
仮
定
し
た
場
合
に
通
常
必
要
と

な
る
建
築
費
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
家

屋
の
評
価
で
は
特
に
重
要
で
す
。

　

新
築
家
屋
の
再
建
築
費
評
点
数
は
、

大
ま
か
に
い
え
ば
、
家
屋
の
ど
の
部
分

に
、
ど
の
よ
う
な
資
材
や
設
備
が
、
ど

れ
だ
け
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
、
そ
の

家
屋
の
請
負
契
約
の
見
積
書
や
図
面
等

か
ら
把
握
し
、
こ
れ
を
点
数
化
す
る
こ

と
で
計
算
さ
れ
ま
す
（
図
表
５
）。

　

固
定
資
産
の
評
価
額
は
、
３
年
に
１

度
見
直
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
と
き
、
２

回
目
の
評
価
以
降
の
再
建
築
費
評
点
数

⑵
　
家
屋

　

家
屋
は
、「
再
建
築
価
格
方
式
」
に

基
づ
い
て
評
価
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
際

に
ミ
ス
が
生
じ
や
す
い
の
は
、
新
築
時

の
再
建
築
費
評
点
数
の
計
算
で
す
。

　

新
築
時
の
再
建
築
費
評
点
数
は
、
そ

の
家
屋
に
使
用
さ
れ
て
い
る
資
材
や
設

備
の
種
類
、
数
量
を
見
積
書
や
図
面
等

か
ら
正
確
に
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
求
め

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
１
棟
当
た
り
の
建
築
コ
ス

ト
が
10
億
円
を
超
え
る
よ
う
な
大
規
模

な
家
屋
で
は
、
資
材
や
設
備
の
種
類
、

数
量
も
各
段
に
増
え
る
た
め
、
こ
の
よ

う
な
読
取
り
作
業
が
非
常
に
難
し
く
な

り
ま
す
。

　

筆
者
が
自
治
体
と
交
渉
し
て
固
定
資

産
税
の
還
付
を
受
け
た
過
大
徴
収
事
案

に
お
い
て
も
、
家
屋
は
い
ず
れ
も
建
築

コ
ス
ト
が
10
億
円
を
超
え
る
も
の
で
し

た
。
特
に
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
、
ホ
テ
ル
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
、
工
場
、
倉
庫

と
い
っ
た
施
主
の
意
向
が
強
く
反
映
さ

れ
る
家
屋
に
お
い
て
評
価
ミ
ス
が
多
い

と
い
う
の
が
実
感
で
す
。

過
大
徴
収
が
あ
っ
た
場
合
に

納
税
者
が
と
り
得
る
手
段

⑴
　
自
治
体
と
の
交
渉

　

過
大
徴
収
が
あ
っ
た
場
合
、
自
治
体

図表３　「全国地価マップ」の「固定資産税路線価等」

図表４　「再建築価格方式」の計算過程

家屋の評価額＝評点数×評点１点当たりの価額
評点数＝�再建築費評点数×損耗の状況による減点補正率×

需給事情による減点補正率
評点１点�当たりの価額＝１円×物価水準による補正率×

設計管理費等による補正率
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に
対
し
て
過
大
徴
収
と
な
っ
て
い
る
旨

を
指
摘
し
、
過
大
に
支
払
っ
た
固
定
資

産
税
を
返
還
す
る
よ
う
求
め
ま
す
。

　

自
治
体
が
過
大
徴
収
を
認
め
た
場

合
、
最
大
で
20
年
前
に
遡
っ
て
過
大
に

支
払
っ
た
固
定
資
産
税
の
返
還
を
利
子

相
当
額
と
と
も
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

翌
年
以
降
の
固
定
資
産
税
も
、
適
正

な
金
額
ま
で
減
額
さ
れ
ま
す
。

大
で
20
年
前
に
遡
っ
て
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
納
税
者
が
自

治
体
の
「
過
失
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
立
証
の
ハ
ー
ド
ル
が

あ
り
ま
す
。

②　
審
査
申
出・審
査
請
求
、取
消
訴
訟

　

固
定
資
産
税
は
、
納
付
す
べ
き
金
額

を
自
治
体
が
計
算
し
て
納
税
者
に
一
方

的
に
賦
課
す
る
「
賦
課
課
税
方
式
」
の

税
金
で
す
。
自
治
体
が
出
し
た
過
大
な

固
定
資
産
税
の
賦
課
決
定
を
取
り
消
す

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
年
度
以
降
の

固
定
資
産
税
は
適
正
な
金
額
ま
で
減
額

さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
納
税
者
と
し
て
は
、
賦
課

⑵
　
法
的
手
段

①　
国
家
賠
償
請
求

　

自
治
体
と
交
渉
し
た
も
の
の
、
自
治

体
が
過
大
徴
収
の
事
実
を
認
め
な
い
場

合
や
、
不
十
分
な
返
還
し
か
行
な
わ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
納

税
者
と
し
て
は
、
過
大
に
支
払
っ
た
固

定
資
産
税
相
当
額
を
「
損
害
」
と
し

て
、
自
治
体
に
対
し
て
国
家
賠
償
請
求

を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す 

。
最

決
定
の
「
取
消
訴
訟
」
を
提
起
す
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
取
消
訴
訟
」

を
提
起
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と

し
て
行
政
に
対
す
る
「
審
査
申
出
」
ま

た
は
「
審
査
請
求
」
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
の
賦
課
決
定
の
取
消
が

認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
年
度
以
降
の

固
定
資
産
税
は
適
正
な
金
額
ま
で
減
額

さ
れ
ま
す
が
、
過
去
に
過
大
に
支
払
っ

た
固
定
資
産
税
が
返
還
さ
れ
る
か
ど
う

か
は
自
治
体
次
第
で
す
。

　

自
治
体
の
対
応
に
納
得
で
き
な
け
れ

ば
、
納
税
者
と
し
て
は
改
め
て
自
治
体

に
対
し
国
家
賠
償
請
求
を
す
る
ほ
か
あ

り
ま
せ
ん
。

＊
　
＊
　
＊

　

自
治
体
に
よ
る
固
定
資
産
の
評
価
額

が
過
大
と
な
っ
た
場
合
、
納
税
者
は
長

期
に
わ
た
っ
て
経
済
的
な
損
害
を
被
り

ま
す
。
し
か
も
、
納
税
者
が
過
大
に
支

払
っ
た
固
定
資
産
税
の
全
額
が
返
還
さ

れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
固
定
資
産
税
は
、
非
常

に
リ
ス
ク
の
高
い
税
目
で
す
。
ま
ず
は

納
税
者
が
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
気
づ

き
、
固
定
資
産
税
に
関
心
を
持
つ
こ
と

が
過
大
徴
収
を
少
し
で
も
減
ら
す
機
運

に
な
る
と
考
え
ま
す
。
本
稿
が
固
定
資

産
税
に
つ
い
て
考
え
る
契
機
と
な
れ
ば

幸
い
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ま
だ
　
し
げ
の
り
　
鳥
飼
総
合
法
律
事
務
所
弁
護
士
。
税
務
分
野
で
は
、印
紙
税
に
関
す
る
業
務（
相
談
、調
査
対
応
）

と
固
定
資
産
税
に
関
す
る
業
務
（
自
治
体
と
の
還
付
交
渉
、
審
査
申
出
、
訴
訟
）
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

図表５　家屋の再建築費評点数の計算過程の例 （鉄骨鉄筋コンクリート造）

図表６　個別的な要素の例

評点項目 標準
評点数 使用量 評点数 補正 再建築費評点数

主体
構造部

鉄骨
（錆止め塗装） 247,390 3,230.00t 799,069,700 0.91 727,153,427
鉄筋 244,100 810.00t 197,721,000 1.00 197,721,000
コンクリート
（鉄筋） 42,310 3,128.00㎡ 132,345,680 1.00 132,345,680
コンクリート
（無筋） 22,300 3,020.00㎡ 67,346,000 1.00 67,346,000

基礎 根切工事　
地階なし 1,660 建床面積 30,601,552 0.20 6,120,31018,434.67㎡

… … … … … … …

外壁仕上

鋼板　亜鉛
めっき鋼板 3,820 32.5㎡ 124,150 1.00 124,150
繊維強化
セメント板 2,450 4,230㎡ 10,363,500 1.00 10,363,500
サイディング 5,320 90.5㎡ 481,460 1.00 481,460
薄付外装仕上 550 6,430㎡ 3,536,500 1.00 3,536,500

… … … … … … …

建具

サッシ引き枠
見込み70㎜ 17,020 150.45㎡ 2,560,659 1.00 2,560,659
サッシ固定枠
見込み70㎜ 14,720 456.00㎡ 6,712,320 1.00 6,712,320
扉アルミニウム
製　並 27,040 40.52㎡ 1,095,661 1.00 1,095,661
軽量シャッター 15,430 2,450.00㎡ 37,803,500 1.00 37,803,500
重量シャッター 28,530 143.00㎡ 4,079,790 1.00 4,079,790

… … … … … … …

空調設備 個別空調方式 14,870 面積（使用量）289,319,047 0.80 231,455,23819,456.56㎡
… … … … … … …

再建築費評点数合計 　 　 　 1,895,794,565

画地条件 環境条件等 法律上の規制等
⃝�道路の路線価の
価格
⃝�道路の本数
⃝�道路との高低差
⃝�道路の幅員
⃝�間口や奥行の長
さ
⃝�宅地の形状
⃝�用排水路の介在
⃝�横断歩道橋の有
無
⃝�宅地の規模

⃝�騒音・振動
⃝�いみ施設

⃝急傾斜地
⃝�土砂災害防止法
規制地

⃝�地下・地上阻害
物

⃝�建築基準法上の
規制等

⃝�高圧線下
⃝�都市計画予定地
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